
嶺北地域「税務事務の共同化」について

○ 税システムへの入力や審査業務に多くの時間が必要（市町村民税）

○ 家屋評価で、各町村で評価額に差が出る可能性がある（固定資産税）

○ 制度改正などに伴うシステム改修で、多額の費用負担が必要

○ 限られた職員数で課税と徴収を兼務しており、専門的な対応が難しい

■ 税務事務の現状と課題

■ こうした課題への対応として

といった状況が

現在の税務事務を４町村で共同して実施

することにより、様々な効果が期待。具体的には･･･

■ 国での議論の状況は･･･

○ 第２９次地方制度調査会の答申では、基礎自治体の広域連携の方策として、行政の内部

組織を含めた「機関の共同設置」の拡充といったことが示されている

→厳しい地方財政や人口減少への対応策として、事務の共同処理の必要性が一層高まってきている

■ 地域の現状

本山町 大豊町 土佐町 大川村 計

人口（人） ４,３７４ ５,４９２ ４,６３２ ５３８ １５,０３６
【高齢化率】 【３７.９％】 【５０.８％】 【４０.６％】 【４３.７％】 【４３.６％】

面積（㎢） １３４.２１ ３１４.９４ ２１２.１１ ９５.２８ ７５６.５４

　　　　　　　　※人口は平成１７年度国勢調査
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■ 任意組織等での共同実施･･･簡便な手続きで柔軟な組織運営が可能 → ４P「(仮称)嶺北税務事務強化推進機構」

【徴収（滞納整理）を各町村職員で実施】
○各町村の職員が一定の期間集中し、共同で滞納整理

（効果） ・徴収専門官等の専門職員による、厳正かつ効率的な徴収

・団体名義の使用による滞納者への心理的プレッシャー

【固定資産評価事務を各町村の担当職員で実施 】
○家屋評価の合同研修、３年ごとの評価替えの際の不動産鑑定士の共同発注

（効果） ・合同での研修実施による専門性の確保と公平な課税

・共同で発注することによる経費の節減

■ 滞納整理機構（一部事務組合）

【徴収（滞納整理）を機構組織を設置して実施】
○滞納整理に特化した機構を設置して対応

（効果） ・徴収専門官等の専門職員による、厳正かつ効率的な徴収

・団体名義の使用による滞納者への心理的プレッシャー

（課題） ・組織の設立や運営が煩雑

・４町村単独では、機構を運営できるまでの収入増は難しい

■ 税務課の共同設置（機関の共同設置）･･･地制調答申を踏まえ、来年度自治法改正で制度化（予定）

→ ９P「税務担当課の共同設置のイメージ」

【税務課を嶺北４町村で設置】
（効果） ・事務の効率化と経費の節減

・公平公正な評価・課税の実現

（課題） ・４町村での事務処理（税率・様式など）の平準化が必須

・電算システムの統合

共同実施のパターン

徴収率の向上

徴収率の向上

２



３

嶺北地域における税務事務共同化のパターン

固定資産評価等 徴収（滞納整理）

事務の内容
・家屋評価
・不動産鑑定士の共同
　発注（評価替え時）

困難案件の共同徴収 滞納整理（受託分） 課税・収納
徴収

（滞納整理含む）

団体の性格 組織不要 任意組織 特別地方公共団体

規約 ○

議会の議決 ○

法人格の有無 有

事務の執行者 組合長

責任の所在 組合に帰属

経費の負担
規約に定める

（一般には関係団体に分賦）

職員（構成員） 各町村職員 各町村職員（相互併任）
組合職員

（関係団体の職員の兼務も可）

議会との関係 有（予算の議決等）

電算システムの統合 不要

事務の効率化 △ △ △ ◎

経費の節減 △ ◎

課税の公平性 ○ ◎

専門性への対応
　専門性の確保
　職員の育成

○ ○ ◎ ◎ ◎

徴収率の向上
　専門官の配置
　滞納者への心理
　的プレッシャー

○ ◎ ◎

県職員の支援 ○ ◎ ◎
・町村での対応が困難なケースにつ
　いても徴収できる可能性

その他
・４町村単独では、機構を運営できるま
　での収入増は難しい(滞納額からの試算)

税務課の共同設置（機関の共同設置）
任意組織等での共同実施 滞納整理機構

（一部事務組合）

普通地方公共団体

設置の方法
×

×

当該組織のポイント

無（説明は必要）

期待される
効果

○

○

各町村に帰属 各町村に帰属

無無

各町村長 各町村長

規約に定める
（代表団体の歳入歳出予算に計上）

各町村職員

基本的に無し
（事務執行に要する消耗品・ＰＣ等）

不要 統合が望ましい

・簡便な手続きによる柔軟な組織運営

有（予算の議決等）

・事務の平準化
・繁忙期等への集中的な対応



「（仮称）嶺北税務事務強化推進機構」のイメージ

１．目的

■人材育成
・徴収事務など専門的な実務経験を通じて、職員の能力の向上を図る

■専門性の確保
・各町村職員と県職員（徴収専門官）が一緒に業務にあたることで、専門性を確保

■公平性・公正性の確保
・家屋評価についての合同での検討会等を通じ、目線を合わせた公平・公正な評価を実施

■事務の効率化
・各町村の共通する事務を集中して行うことで、効率的に事務を執行

■滞納整理の促進
・徴収にかかる困難案件を機構に引き継ぐことで、集中的に事務を執行

４



２．機構の概要

各町村

＜体制等＞
・町村職員、県職員による任意組織

＜共同処理業務＞
①家屋評価事務の充実化（通年で随時）
②不動産鑑定士の共同発注（４～７月）
③滞納整理（７～１２月）

本山町

税滞納者

新増築家屋

（仮称）嶺北税務事務強化推進機構

４月 ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12   １ ２ ３

①家屋評価合同研修等

②不動産鑑定士

③滞納整理

大豊町

土佐町

大川村

県

人的支援等

合同研修

出頭、納付

職
員

派
遣

呼出通知、調査、処分

顧問弁護士（アドバイザー）からの個別相談等

５



３．体制

■機構の性格：任意組織（要綱等に基づき設置）

■設立時期：平成２２年４月を想定

■設置期間：当面２年間を想定（状況に応じて見直し）

■事務所：代表町村又は県有施設等に設置

■職員：滞納整理を行う期間(7月～12月)は、２名～３名の体制で実施

＜構成＞
①町村から：各１名(７月～１２月の６ヶ月間で派遣可能な期間）
・派遣期間については、滞納整理業務の継続性を考慮し６ヶ月間を想定
・各町村からの派遣期間については、担当者の業務状況を踏まえて協議

② 県 から：１名 （通年、要検討）※徴収専門官を想定

＜身分＞
○職員相互に各町村職員を併任（併任辞令の交付）
・各町村職員と県職員が一緒になって対象業務にあたる

＜勤務形態＞
○滞納整理を行う６ヶ月間は、機構の事務所へ詰める
それ以外の期間は、県職員１名が事務所に常駐し、各町村職員は必要に合わせ詰める

６



４．業務内容

①家屋評価事務の充実化（通年で実施）

○家屋評価検討会の実施

＜現状＞ 家屋 倉庫
○○町 10件 40件
○○町 10件 20件
○○町 全体で30件
○○村 数件

＜期待される効果＞
合同で実施することによる専門性の確保と、目線を合わせた公平・公正な評価

○ 実際の評価物件でのケーススタディ

②不動産鑑定士の共同発注（H22年度に委託(3年毎)）

○固定資産の評価替え時の不動産鑑定士への鑑定委託事務（入札）を共同して実施

案１：一部事務組合で行う方式

案２：入札を合同で行う方式

案３：指名型プロポーザルで行う方式

合計110件程度

○ 事例を持ち寄っての研究 など

・機構職員を窓口に、各町村担当者と物件や日程を調整
・四半期ごとを目安に複数回実施

◎このうち数件について

７



③滞納整理（７月～12月の期間で集中的に実施）

■徴収権限
○従来どおり各町村長名で執行

■実施業務
○市町村税、国民健康保険税及び個人県民税の滞納整理（財産調査、差押、捜索、公売等）
○執行停止及び不能欠損処分の適否判断
○滞納整理に関する実務研修、個別相談等（顧問弁護士に委託して個別のアドバイス等）

■取扱案件
○「高額滞納」「長期滞納」「悪質案件」「不動産等の公売物件」等を考慮に各町村で抽出

＜案件数の目安＞
○職員１人あたりの処理案件数は、概ね年間１００件と見込む

○機構での処理が可能と見込まれる件数

町村職員：最大３名が６ヶ月間＝150件
最小３名が２ヶ月間＝ 50件 + 県職員：通年100件 = 最大：250件

最小：150件

８



９

　　　 　※共同化後の人数は仮置きのイメージである

【○○町】
・組織体制　課長－補佐－班長－係

・税務職員　　　4名

【共同設置する課】のイメージ（代表町村へ設置）

　○組織体制等（１１名）

　　　課長 1　－　補佐 ○　－  　税務係長 ○　－　　係 ○

　　　　　　 　　 －  徴収専門官 ○　－  徴収係長 ○　－ 係 ○

　○業務内容等
　　　市町村民税・固定資産税・軽自動車税・市町村たばこ
　　　 税・（国民健康保険税）　にかかる
　　　　　・税務係　　課税客体の捕捉
　　　　　　　　　　　　 課税標準の算定
　　　　　　　　　　　　 賦課決定・納税通知
　　　　　　　　　　　 　各種調査報告　などに関すること
　　　　　・徴収係　　徴収事務
　　　　　　　　　　　　 滞納整理・処分　などに関すること

　○各町村の税システム端末
　　 ※各町村が利用している現システムを活用
　　　（加えて、債権管理システムの導入など）

住
　
　
　
民

【○○町】
・組織体制　課長－補佐－班長－係

・税務職員　　　4名

【○○町】
・組織体制　課長－補佐－係長－係
　　　　　　　　　副参事－債権管理係
・税務職員　　　６名

【○○村】
・組織体制　課長－係

・税務職員　　　２名

【各町村の窓口】

　○各町村の窓口
　　 担当課が対応

　○業務内容等
　　　・申告の受付
　　　・各種証明の発行
　　　　　　　　　　など

【期待される効果】

　○大量反復作業などの業務の効率化
　　　・職員体制　　１７名　→　１１名程度
　○税務担当課の設置による専門性の向上
　　　・特に、徴収専門係を設置し滞納整理も含めた徴収率の向上 ← 県の支援も検討
　○課税客体の精緻な把握
　○固定資産評価などの事務の均質化
　○印刷物等の共同発注による経費節減

課税・滞納処分　※各町村長名で従来どおり執行

納税

相談

対応指示

確認

税務担当課の共同設置のイメージ

現在の体制 共同化後の体制（案）

■ 当面は、一部の税目の実施や各種調査報告への対応、合同研修など、可能なものからの共同化といったことも。
■ システムの統合が図れれば、ランニングコスト等の経費の更なる縮減も可能に。

県
人的・財政的支援を検討

滞納整理については、「職員の相互併任」等により、２２年度からでも先行実施
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